
 

刈谷市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する

条例をここに公布する。 

令和６年３月２７日 

          刈谷市長  稲  垣     武   

刈谷市条例第２号 

刈谷市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部 

を改正する条例 

刈谷市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成１８年条例

第２号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「のうち規則等（執行機関の規則、水道事業管理規程及び議会の

規程をいう。以下同じ。）で定めるもの」を削り、「、規則等」の次に「（執行機関の

規則、水道事業管理規程及び議会の規程をいう。以下同じ。）」を加える。 

第４条第１項、第５条第１項及び第６条第１項中「のうち規則等で定めるもの」

を削る。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 



刈谷市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和６年３月２７日 

刈谷市長  稲  垣     武 

刈谷市条例第３号 

刈谷市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条

例 

刈谷市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用に関する条例（平成２７年条例第３３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条に次の２号を加える。 

（５）特定個人番号利用事務 法第１９条第８号に規定する特定個人番号利用事

務をいう。 

（６）利用特定個人情報 法第１９条第８号に規定する利用特定個人情報をいう。 

第３条第１項第３号中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号利

用事務」に改め、同条第３項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人

番号利用事務」に、「同表の第４欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個人情報」

に改め、同項ただし書中「当該特定個人情報」を「当該利用特定個人情報」に改め

る。 

附 則 

 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）の施行の日から施行する。 

 



 刈谷市職員の育児休業等に関する条例及び刈谷市会計年度任用職員の給与及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年３月２７日 

刈谷市長  稲  垣     武   

刈谷市条例第４号 

刈谷市職員の育児休業等に関する条例及び刈谷市会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 （刈谷市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第１条 刈谷市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第２号）の一部を次

のように改正する。 

  第７条第２項中「（地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職

員を除く。）」を削る。 

 （刈谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第２条 刈谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年条例

第１４号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「、期末手当」の次に「、勤勉手当」を加え、「及び期末手当」を「、

期末手当及び勤勉手当」に改める。 

  第１５条の次に次の１条を加える。 

  （フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当） 

第１５条の２ 給与条例第１９条の５の規定は、任期の定めが６月以上のフルタ

イム会計年度任用職員について準用する。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の

支給について準用する。 

第２５条の次に次の１条を加える。 

  （パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当） 

第２５条の２ 給与条例第１９条の５の規定は、任期の定めが６月以上のパート

タイム会計年度任用職員（１週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして

市長が規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。）について準用する。

この場合において、給与条例第１９条の５第２項第１号中「勤勉手当基礎額に

当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退



職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当

の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額」とあるのは「勤

勉手当基礎額」と、同条第３項中「基準日現在において職員が受けるべき給料

の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「基準日（退職

し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日）以前６月以内の

パートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬（フルタイム会

計年度任用職員との均衡を考慮して市長が規則で定める額を除く。）の１月当た

りの平均額」と読み替えるものとする。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当

の支給について準用する。 

  附則に次の１項を加える。 

  （勤勉手当の支給率改定の特例） 

６ 第１５条の２第１項及び第２５条の２第１項の規定により給与条例第１９条

の５第２項の規定を準用する場合において、同項に規定する勤勉手当基礎額に

乗じる任命権者が定める割合（以下この項において「支給率」という。）の改定

が行われるときにおける会計年度任用職員の勤勉手当の支給率は、当該改定に

係る条例の規定にかかわらず、当該会計年度任用職員の採用の日が属する年度

の初日における支給率によるものとする。 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

    

 



 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年３月２７日 

刈谷市長  稲  垣     武 

刈谷市条例第５号 

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「単身赴任手当」の次に「、在宅勤務等手当」を加える。 

 第１１条の２の次に次の１条を加える。 

 （在宅勤務等手当） 

第１１条の３ 住居その他これに準ずるものとして市長が規則で定める場所におい

て、正規の勤務時間（休暇により勤務しない時間その他市長が規則で定める時間

を除く。）の全部を勤務することを、市長が規則で定める期間以上の期間について

１か月当たり平均１０日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給す

る。 

２ 在宅勤務等手当の月額は、３，０００円とする。 

３ 前２項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、市

長が規則で定める。 

第２０条中「単身赴任手当」の次に「、在宅勤務等手当」を加える。 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

    

 



 刈谷市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年３月２７日 

                   刈谷市長  稲  垣     武   

刈谷市条例第６号 

   刈谷市手数料条例の一部を改正する条例 

 刈谷市手数料条例（昭和２６年条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２の３３の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建

築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同表３９の項中「建築

物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」を「建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関する法律施行規則」に改め、同表４４の項及び５０の項中「建

築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律」に改め、同表中７９の項を８１の項とし、６９の項から７

８の項までを２項ずつ繰り下げ、同表６８の項中「６７の項」を「６９の項」に改

め、同項を同表７０の項とし、同表中６７の項を６９の項とし、６６の項を６８の

項とし、６５の項を６７の項とし、６４の項の次に次のように加える。 

６５  既存建築物の敷地と

道路の関係に関する制限

の適用除外に係る認定申

請手数料 

１件につき ２７，０００円 

６６  既存建築物の道路内

における制限の適用除外

に係る認定申請手数料 

１件につき ２７，０００円 

別表第２備考第６項及び第７項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

    



 刈谷市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年３月２７日 

                   刈谷市長  稲  垣     武   

刈谷市条例第７号 

   刈谷市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 

 刈谷市子ども・子育て会議条例（平成２５年条例第３３号）の一部を次のように

改正する。 

 第１条及び第２条を次のように改める。 

 （設置） 

第１条 こども基本法（令和４年法律第７７号）第１３条第３項及び子ども・子育

て支援法（平成２４年法律第６５号）第７２条第１項の規定に基づき、刈谷市子

ども・子育て会議（以下「子育て会議」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 子育て会議の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１）こども計画（こども基本法第１０条第２項に規定する市町村こども計画を

いう。）の策定及び推進に関し必要な事項を調査審議すること。 

（２）こども施策（こども基本法第２条第２項に規定するこども施策をいう。以

下同じ。）に係る事務の実施に係る協議及び連絡調整を行うこと。 

（３）子ども・子育て支援法第７２条第１項各号に掲げる事務を処理すること。 

第３条第２項第２号中「子ども」を「こども」に改め、同項第３号中「子ども及

び子どもの保護者に対する支援」を「こども施策」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

   

 



 刈谷市青山斎園条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 

  令和６年３月２７日 

                   刈谷市長  稲  垣     武   

刈谷市条例第８号 

   刈谷市青山斎園条例の一部を改正する条例 

 刈谷市青山斎園条例（昭和５６年条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１の１の表中「５０，０００円」を「７０，０００円」に、「３０，０００」

を「４０，０００」に、「１５，０００」を「２０，０００」に改め、同表備考第１

号を次のように改める。 

  （１）市内とは、次のいずれかに該当するものをいう。 

    ア 死亡の際に市内に住所を有していた者（死産児にあっては、市内に住

所を有する者が出産した死児）に係る使用である場合 

    イ 死亡の際に市外の入所施設等に入所等していた者であって、住所地特

例の適用を受けていたものに係る使用である場合 

    ウ 使用者（死亡した者の親族であって、葬祭を行うものに限る。）が市内

に住所を有する者である場合（ア及びイに掲げる場合を除く。） 

    エ 第８条第２項本文に規定する場合 

 別表第１の２（１）の表備考第１号中「死亡の際、市内に住所を有していた者に

係る使用」を「１の表備考第１号アからウまでに掲げる場合のいずれかに該当する

もの」に改め、別表第１の２（２）の表備考第１号を次のように改める。 

（１）市内とは、次のいずれかに該当するものをいう。 

  ア 告別式に引き続いて行う初七日（初七日及びこれに類するものをいう。）

に係る使用又は火葬場の使用を伴う使用にあっては、１の表備考第１号

アからウまでに掲げる場合 

    イ アに規定する使用以外の使用にあっては、使用者が市内に住所を有す

る者である場合 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 



２ 改正後の刈谷市青山斎園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る

使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

  

 



 刈谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年３月２７日 

                   刈谷市長  稲  垣     武   

刈谷市条例第９号 

   刈谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 刈谷市国民健康保険税条例（昭和３５年条例第１６号）の一部を次のように改正

する。 

第３条第１項中「１００分の５．３」を「１００分の６．２５」に改める。 

第４条中「２６，０００円」を「２９，３００円」に改める。 

第６条中「１００分の１．７」を「１００分の２．２１」に改める。 

第７条中「４，０００円」を「７，８００円」に改める。 

第７条の２第１号中「４，０００円」を「５，７００円」に改め、同条第２号中

「２，０００円」を「２，８５０円」に改め、同条第３号中「３，０００円」を「４，

２７５円」に改める。 

第８条中「１００分の１．８」を「１００分の２．１１」に改める。 

第９条中「１０，８００円」を「１１，８００円」に改める。 

第９条の２中「３，６００円」を「４，８００円」に改める。 

第２３条第１項第１号ア中「１８，２００円」を「２０，５１０円」に改め、同

号ウ中「２，８００円」を「５，４６０円」に改め、同号エ（ア）中「２，８００

円」を「３，９９０円」に改め、同号エ（イ）中「１，４００円」を「１，９９５

円」に改め、同号エ（ウ）中「２，１００円」を「２，９９３円」に改め、同号オ

中「７，５６０円」を「８，２６０円」に改め、同号カ中「２，５２０円」を「３，

３６０円」に改め、同項第２号ア中「１３，０００円」を「１４，６５０円」に改

め、同号ウ中「２，０００円」を「３，９００円」に改め、同号エ（ア）中「２，

０００円」を「２，８５０円」に改め、同号エ（イ）中「１，０００円」を「１，

４２５円」に改め、同号エ（ウ）中「１，５００円」を「２，１３８円」に改め、

同号オ中「５，４００円」を「５，９００円」に改め、同号カ中「１，８００円」

を「２，４００円」に改め、同項第３号ア中「５，２００円」を「５，８６０円」

に改め、同号ウ中「８００円」を「１，５６０円」に改め、同号エ（ア）中「８０

０円」を「１，１４０円」に改め、同号エ（イ）中「４００円」を「５７０円」に



改め、同号エ（ウ）中「６００円」を「８５５円」に改め、同号オ中「２，１６０

円」を「２，３６０円」に改め、同号カ中「７２０円」を「９６０円」に改め、同

条第２項第１号ア中「３，９００円」を「４，３９５円」に改め、同号イ中「６，

５００円」を「７，３２５円」に改め、同号ウ中「１０，４００円」を「１１，７

２０円」に改め、同号エ中「１３，０００円」を「１４，６５０円」に改め、同項

第２号ア中「６００円」を「１，１７０円」に改め、同号イ中「１，０００円」を

「１，９５０円」に改め、同号ウ中「１，６００円」を「３，１２０円」に改め、

同号エ中「２，０００円」を「３，９００円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の刈谷市国民健康保険税条例の規定は、令和６年度以後の年度分の国民

健康保険税について適用し、令和５年度分までの国民健康保険税については、な

お従前の例による。 

    

 



 

刈谷市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和６年３月２７日 

          刈谷市長  稲  垣     武   

刈谷市条例第１０号 

刈谷市介護保険条例の一部を改正する条例 

刈谷市介護保険条例（平成１２年条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年

度まで」に改め、同項第１号中「２４，９６０円」を「２５，０８０円」に改め、

同項第２号中「４０，５６０円」を「４１，４００円」に改め、同項第３号中「４

０，５６０円」を「４１，７６０円」に改め、同項第４号中「５３，０４０円」を

「６０，１２０円」に改め、同項第５号中「６２，４００円」を「７０，８００円」

に改め、同項第６号中「７４，８８０円」を「８４，９６０円」に改め、同号イ中

「又は第１２号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ又は

第１６号イ」に改め、同項第７号中「８１，１２０円」を「９２，０４０円」に改

め、同号イ中「又は第１２号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ、第

１５号イ又は第１６号イ」に改め、同項第８号中「９３，６００円」を「１０６，

２００円」に改め、同号イ中「又は第１２号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ、

第１４号イ、第１５号イ又は第１６号イ」に改め、同項第９号中「１０６，０８０

円」を「１２０，３６０円」に改め、同号ア中「４００万円」を「４２０万円」に

改め、同号イ中「又は第１２号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ、

第１５号イ又は第１６号イ」に改め、同項第１０号中「１１８，５６０円」を「１

３４，５２０円」に改め、同号ア中「５００万円」を「５２０万円」に改め、同号

イ中「又は第１２号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ

又は第１６号イ」に改め、同項第１１号中「１３１，０４０円」を「１４８，６８

０円」に改め、同号ア中「７００万円」を「６２０万円」に改め、同号イ中「又は

次号イ」を「、次号イ、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ又は第１６号イ」に

改め、同項第１２号中「１４３，５２０円」を「１６２，８４０円」に改め、同号

ア中「１，０００万円」を「７２０万円」に改め、同号イ中「部分を除く。）」の次

に「、次号イ、第１４号イ、第１５号イ又は第１６号イ」を加え、同項第１３号中

「１５６，０００円」を「２８３，２００円」に改め、同号を同項第１７号とし、



 

同項第１２号の次に次の４号を加える。 

（１３）次のいずれかに該当する者 １７７，０００円 

ア 合計所得金額が１，０００万円未満である者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ、第１５号イ又は第

１６号イに該当する者を除く。） 

（１４）次のいずれかに該当する者 １９８，２４０円 

ア 合計所得金額が１，５００万円未満である者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ又は第１６号イに該

当する者を除く。） 

（１５）次のいずれかに該当する者 ２２６，５６０円 

ア 合計所得金額が３，０００万円未満である者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者を

除く。） 

（１６）次のいずれかに該当する者 ２５４，８８０円 

ア 合計所得金額が４，５００万円未満である者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

 第３条第２項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年

度まで」に、「１２，４８０円」を「１３，０８０円」に改め、同条第３項中「令和



 

３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、「１２，４８

０円」を「１３，０８０円」に、「２４，９６０円」を「２７，２４０円」に改め、

同条第４項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度ま

で」に、「１２，４８０円」を「１３，０８０円」に、「３７，４４０円」を「４１，

４００円」に改める。 

 第４条第４項中「すべて」を「全て」に改める。 

 第５条第３項中「同号」を「同号イ」に、「（１）」を「同号イ（１）」に、「若しく

は第１２号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ若しくは

第１６号イ」に、「同項第１号から第１２号まで」を「同項第１号から第１６号まで」

に改める。 

第１１条第２項中「の前日」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の刈谷市介護保険条例の規定は、令和６年度以後の年度分の保険料につ

いて適用し、令和５年度分までの保険料については、なお従前の例による。 



 刈谷市下水道事業の設置等に関する条例及び刈谷市水道事業の設置等に関する条

例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年３月２７日 

                   刈谷市長  稲  垣     武   

刈谷市条例第１１号 

   刈谷市下水道事業の設置等に関する条例及び刈谷市水道事業の設置等 

に関する条例の一部を改正する条例 

 （刈谷市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第１条 刈谷市下水道事業の設置等に関する条例（平成２８年条例第３７号）の一

部を次のように改正する。 

第５条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」に改

める。 

（刈谷市水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 刈谷市水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年条例第４０号）の一部

を次のように改正する。 

第５条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」に改

める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

    



 刈谷市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年３月２７日 

                   刈谷市長  稲  垣     武 

刈谷市条例第１２号 

   刈谷市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 刈谷市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年条例第２６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第５条第２項第２号中「８，９００円」を「９，１００円」に改める。 

 別表中「１２，４４０円」を「１２，５００円」に、「１３，３２０円」を「１３，

３５０円」に、「１０，６７０円」を「１０，８００円」に、「１１，５５０円」を

「１１，６５０円」に、「８，９００円」を「９，１００円」に、「９，７９０円」

を「９，９５０円」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第５条第２項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべ

き事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間

に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、その他の

損害補償については、なお従前の例による。 

    



 刈谷市図書館条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年３月２７日 

                   刈谷市長  稲  垣     武 

刈谷市条例第１３号 

   刈谷市図書館条例の一部を改正する条例 

 刈谷市図書館条例（平成２年条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 第３条の表を削り、同条に次の各号を加える。 

（１）名称 刈谷市富士松図書館 

（２）位置 刈谷市東境町神田３２番地２ 

附 則 

 この条例は、令和６年６月１日から施行する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 企業職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年３月２７日 

刈谷市長  稲  垣     武   

刈谷市条例第１４号 

   企業職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 企業職員の給与に関する条例（昭和４２年条例第１３号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条第３項中「単身赴任手当」の次に「、在宅勤務等手当」を加える。 

 第６条の２の次に次の１条を加える。 

 （在宅勤務等手当） 

第６条の３ 在宅勤務等手当は、１月当たり１０日を超えて、住居その他これに準

ずる場所で正規の勤務時間の全部を勤務することを命ぜられた職員に対して支給

する。 

 第１７条第２項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改め、「、期

末手当」の次に「、勤勉手当」を加え、同条第３項中「第１２条、第１４条から第

１５条まで」を「第１２条から第１５条まで」に改め、「、第１６条の３中「期末手

当及び勤勉手当」とあるのは「期末手当」と」を削る。 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

    



刈谷市水道給水条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和６年３月２７日 

          刈谷市長  稲  垣     武 

刈谷市条例第１５号 

刈谷市水道給水条例の一部を改正する条例 

 刈谷市水道給水条例（平成９年条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１項、第３３条第２項ただし書及び第３９条第１号中「厚生労働省令」 

を「国土交通省令」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 



 刈谷市水道事業及び下水道事業審議会条例を次のように定めるものとする。  

  令和６年３月２７日  

                   刈谷市長  稲  垣     武   

刈谷市条例第１６号  

   刈谷市水道事業及び下水道事業審議会条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３

項の規定に基づき、刈谷市水道事業及び下水道事業審議会（以下「審議会」とい

う。）の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。 

 （設置） 

第２条 水道事業及び下水道事業の適正かつ効率的な経営を図るため、審議会を置

く。 

 （所掌事務） 

第３条 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。 

 （１）水道事業及び下水道事業の経営及び計画全般に関する事項 

 （２）水道料金及び下水道使用料に関する事項 

 （３）市長からの諮問に関する事項 

 （４）その他市長が必要と認める事項 

 （組織） 

第４条 審議会は、委員１０人以内で組織する。 

 （委員） 

第５条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 （１）学識経験を有する者 

 （２）各種団体を代表する者 

 （３）その他市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

 （会長） 

第６条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 



２ 会長は、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する

委員がその職務を代理する。 

 （会議） 

第７条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

３ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

５ 前項の場合においては、議長は、委員として議決に加わることができない。 

 （意見の聴取等） 

第８条 会長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を

求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は、水資源部水道課及び下水道課において処理する。  

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長

が定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（刈谷市報酬額及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例の一部改正）  

２ 刈谷市報酬額及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例（昭和３２年条

例第１号）の一部を次のように改正する。  

第２条第１項中第５０号を第５１号とし、第４９号の次に次の１号を加える。  

（５０）水道事業及び下水道事業審議会委員 日額 ６，４００円  

第４条第２項ただし書中「第２条第１項第５０号」を「第２条第１項第５１号」

に改める。  
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